
「薬局薬剤師のための注射薬調剤パーフェクト手技　DVD BOOK」

頁 該当箇所 誤 正

クリーンルームの規格(表)

規格の種類
日本工業規格 日本産業企画へ変更（2019年7月1日法改正）

清浄度クラス規格の比較(表)

米国連邦規格　一番下
1,000,000 数値削除

66
(6)設備管理(無菌調製前後に行う清掃以外)

1.室内の天井・壁・床
0.05％クロルヘキシジングルコン酸塩液(ヒビテン液など) 0.1％塩酸アルキルジアミノエチルグリシン溶液

67
「医療廃棄物処理の基礎知識」を

参考にされるとよいでしょう　URL変更
http://www.zensanpairen.or.jp/publication/form/iryokiso.pdf

https://www.zensanpairen.or.jp/wp/wp-

content/themes/sanpai/assets/pdf/disposal/standards_iryokiso.pdf

70 平成28年改定　調剤報酬点数表（注射薬関連） 平成28年改定　調剤報酬点数表（注射薬関連） 令和6年改定　調剤報酬点数表（注射薬関連）

70 平成28年改定　調剤報酬点数表（注射薬関連）

1日につきそれぞれ65点、75点又は65点（6歳未満の乳幼児の場合

においては、1日につきそれぞれ130点、140点又は130点）を加算

する。

1日につきそれぞれ69点、79点又は69点（6歳未満の乳幼児の場合において

は、1日につきそれぞれ137点、147点又は137点）を加算する。

71 平成28年改定　調剤報酬点数表（注射薬関連） セクキヌマブ製剤及びブロダルマブ(遺伝子組み換え）製剤～

セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ

製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズ

マブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒド

ロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド－１受容体

アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、

遺伝子組換えヒトvonWillebrand因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダー

ゼアルファ製剤、アガルシダーゼベータ製剤、アルグルコシダーゼアル

ファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスル

ファーゼアルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼアルファ製

剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製

剤、オマリズマブ製剤、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビル

トラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマ

ブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、

カプラシズマブ製剤、濃縮乾燥人C1-インアクチベーター製剤、フレマネズ

マブ製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製

剤、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、

パビナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデ

ルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナ

トリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤及びオゾラリズマブ

製剤）に限る。

正　誤　表

7

http://www.zensanpairen.or.jp/publication/form/iryokiso.pdf
https://www.zensanpairen.or.jp/wp/wp-content/themes/sanpai/assets/pdf/disposal/standards_iryokiso.pdf
https://www.zensanpairen.or.jp/wp/wp-content/themes/sanpai/assets/pdf/disposal/standards_iryokiso.pdf


頁 該当箇所 誤 正

71 平成28年改定　調剤報酬点数表（注射薬関連） （８）注射薬の無菌製剤処理 （７）注射薬の無菌製剤処理

71 平成28年改定　調剤報酬点数表（注射薬関連） （８）イ

イ 薬剤調製料の無菌製剤処理加算は、次に示す注射薬を無菌的に製剤した

場合に、１日分製剤するごとにそれぞれ次に示す点数を所定点数に加算す

る。

(イ) ２以上の注射薬を混合して中心静脈栄養法用輸液を無菌的に製剤する

場合には69点（６歳未満の乳幼児の場合は137点）を加算する。

ロ) 抗悪性腫瘍剤を含む２以上の注射薬を混合して（生理食塩水等で希釈す

る場合を含む。）抗悪性腫瘍剤を無菌的に製剤する場合には79点（６歳未

満の乳幼児の場合は147点）を加算する。

(ハ) 麻薬を含む２以上の注射薬を混合して（生理食塩水等で希釈する場合

を含む。）無菌的に麻薬を製剤する場合又は麻薬の注射薬を無菌的に充填

し製剤する場合には69点（６歳未満の乳幼児の場合は137点）を加算する。

72 平成29年改定　調剤報酬点数表（注射薬関連） （８）カ

カ 無菌調剤室を共同利用する場合に当たっては、「薬事法施行規則の一部

を改正する省令の施行等について」（平成24年８月22日薬食発0822第２

号）を遵守し適正に実施すること。なお、この場合の費用については両者

の合議とする。

2024/7/1

株式会社北海道医薬総合研究所


